
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           適時開示体制の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

       



１.情報取扱責任者等  

(１)当社は、各種の会社情報の取扱いに関する権限と責任を明確にするため、情報開示に関する規程等を定めており、適

時適切な情報開示に努めております。  

(２)当社は、情報開示に関する責任者として執行役員 Corporate Communications担当を置き、執行役員 Corporate 

Communications担当は、証券取引所に対する情報取扱責任者となっております。  

(３)各部門の長は、情報管理責任者として、当該部門が管轄するグループ会社情報も含めた部門情報を一元的に集約、管

理するため、部門情報開示担当を配置しております。  

(４)IR広報部は、執行役員 Corporate Communications担当の直属の担当として、情報開示に関する企画、立案、実施等

を行うとともに、部門情報開示担当と情報交換を行っております。  

(５)執行役員 Corporate Communications担当は、部門長に対して適時開示基準等を明示し、適時開示に関する規則の変

更があった場合等は必要に応じて周知するとともに、部門長から会社情報の報告を受けております。  

  

２.開示方針の決定・適時開示  

(１)各部門の長は、部門に関する情報を集約、管理することに加え、当該部門が管轄するグループ会社からも必要な情報

を入手し、当該部門情報として一元的に集約、管理することとしております。*1  

(２)各部門の長は、責任権限規程に基づく重要事項について意思決定等を行う場合、適時開示を含む対外的な取扱いを、

執行役員 Corporate Communications担当と協議し、開示方針について社長の承認を得ることとしております。なお、取

締役会規程に基づき、取締役会で意思決定が必要な重要事項については、取締役会に付議し、開示方針についても報告す

ることとしております。*2  

(３)執行役員 Corporate Communications担当は、決定された開示方針に基づき、重要事項の意思決定後、適時開示を行

います。また、会社情報の開示を行う場合には、証券取引所の定める適時開示に関する規則に基づき、証券取引所に対し

て事前説明を行う他、必要に応じて事前の相談を行っております。*3  

  

３.内部統制等  

(１)取締役会は、法令で定められた事項及び重要事項の意思決定を行う他、業務執行状況（開示方針を含む）の報告を受

け、業務執行を監督しております。  

(２)監査役は、取締役とはその職責を異にする独立した会社の機関として、取締役の職務の執行を監査します。また、監

査役は取締役会へ出席し、必要に応じて意見を述べております。  

(３)監査部は、他の業務執行組織から独立した客観的な視点で、重要性とリスクを考慮して、グループ会社を含んだ社内

管理体制を検討・評価（監査）し、社長に対して報告・提言を行うとともに、取締役会へ報告を行っております。  

(４)執行役員 General Counsel 兼 法務・コンプライアンス担当は、取締役会で、必要に応じて意見を述べることとして

おります。また、法務・コンプライアンス統括部は、適時開示に関し、専門的知見に基づき各部門を支援することとして

おります。  

  

４.会計監査人・弁護士の関与  

(１)当社は、会計監査人より、｢金融商品取引法｣及び「会社法」に基づき監査を受けておりますが、決算情報の適時開示

に関しては、必要な助言・指導を受ける体制をとっております。  

(２)当社は、適時開示に関し、複数の法律事務所から、必要に応じて助言・指導を受ける体制をとっております。  


